
広
島
県
訓
令
第
七
号 

本

庁 

地

方

機

関 

 

広
島
県
文
書
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
年
四
月
一
日 

広
島
県
知
事 

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 

 
 
 

広
島
県
文
書
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

広
島
県
文
書
等
管
理
規
程
（
平
成
十
三
年
広
島
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
号
中
「
文
書
取
扱
室
等
」
を
「
文
書
取
扱
課
」
に
、
「
総
務
部
総
務
管
理
局
文
書
法
制
室
（

以
下
「
文
書
法
制
室
」
を
「
総
務
局
総
務
管
理
部
総
務
課
（
以
下
「
総
務
課
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「

文
書
取
扱
室
長
等
」
を
「
文
書
取
扱
課
長
」
に
、
「
文
書
取
扱
室
等
」
を
「
文
書
取
扱
課
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
本
庁
の
室
長
」
を
「
本
庁
」
に
改
め
、
「
室
長
又
は
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「

室
及
び
課
（
以
下
「
室
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
課
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
七
条
並
び
に
第
八
条
中
「
室
等
」
を
「
課
」
に
改
め

る
。 

 

第
九
条
の
二
中
「
文
書
法
制
室
長
」
を
「
総
務
課
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
条
第
一
項
中
「
文
書
取
扱
室
等
」
を
「
文
書
取
扱
課
」
に
、
「
親
展
の
も
の
（
「
秘
」
の
表
示
が
あ

る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
封
を
し
た
ま
ま
、
親
展
の
も
の
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
開

封
し
」
を
「
当
該
文
書
等
の
封
筒
に
別
記
様
式
第
十
二
号
に
よ
る
文
書
収
受
印
を
押
印
の
上
」
に
改
め
、
同

項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 

書
留
（
信
書
便
（
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九

号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
役
務
の
う
ち
書
留
に
準
じ
る
と

総
務
課
長
が
認
め
る
も
の
及
び
配
達
記
録
郵
便
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
も
の 

 
 
 

文
書
等
の
交
付
先
が
特
定
で
き
る
も
の
及
び
親
展
の
も
の
（
「
秘
」
の
表
示
が
あ
る
も
の
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
封
を
し
た
ま
ま
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は
開
封
し
、
別
記
様
式
第
一

号
に
よ
る
特
殊
文
書
収
受
票
に
記
載
し
、
当
該
文
書
等
に
当
該
特
殊
文
書
収
受
票
を
添
付
し
て
主
務
課

の
文
書
事
務
取
扱
主
任
（
以
下
「
主
務
取
扱
主
任
」
と
い
う
。
）
に
交
付
す
る
。 

 

二 

書
留
の
も
の
以
外
の
も
の 

 
 
 

文
書
等
の
交
付
先
が
特
定
で
き
る
も
の
及
び
親
展
の
も
の
に
あ
っ
て
は
封
を
し
た
ま
ま
、
そ
の
他
の

も
の
に
あ
っ
て
は
開
封
し
、
主
務
取
扱
主
任
に
交
付
す
る
。 

 

第
十
条
第
二
項
前
段
中
「
主
務
室
等
」
を
「
主
務
課
」
に
改
め
、
同
項
後
段
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「

室
等
」
を
「
課
」
に
、
「
文
書
取
扱
室
等
」
を
「
文
書
取
扱
課
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
文
書
法
制
室

」
を
「
総
務
課
」
に
、
「
総
務
部
総
務
管
理
局
長
」
を
「
総
務
局
総
務
管
理
部
長
」
に
、
「
主
務
室
等
」
を

「
主
務
課
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
一
条
中
「
文
書
法
制
室
長
」
を
「
総
務
課
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
条
中
「
文
書
取
扱
室
長
等
」
を
「
文
書
取
扱
課
長
」
に
改
め
る
。 



 
第
十
三
条
中
「
文
書
取
扱
室
等
」
を
「
文
書
取
扱
課
」
に
改
め
る
。 

 
第
十
四
条
第
一
項
中
「
文
書
法
制
室
の
職
員
が
主
務
室
又
は
文
書
法
制
室
」
を
「
総
務
課
長
が
別
に
指
定

す
る
者
が
主
務
課
又
は
総
務
課
」
に
、
「
文
書
法
制
室
長
」
を
「
総
務
課
長
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「

文
書
法
制
室
」
を
「
総
務
課
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
文
書
法
制
室
」
を
「
総
務
課
」
に
改
め
、
「
並

び
に
第
二
十
四
条
第
一
項
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
事
案
に
係
る
も
の
」
を
削
る
。 

 

第
十
五
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
主
務
室
等
」
を
「
主
務
課
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
文

書
取
扱
室
等
」
を
「
文
書
取
扱
課
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
文
書
取
扱
室
等
へ
返
付
し
た
上
」
を
「

文
書
取
扱
課
へ
返
付
し
た
上
、
必
要
に
応
じ
て
当
該
文
書
等
の
余
白
に
別
記
様
式
第
十
二
号
に
よ
る
文
書
収

受
印
を
押
印
し
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
当
該
文
書
等
の
事
案
」
を
「
必
要
に
応
じ
て
当
該
文
書
等
の
余
白

に
別
記
様
式
第
十
二
号
に
よ
る
文
書
収
受
印
を
押
印
し
、
事
案
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
主
務
部
長
、

主
務
局
長
等
」
を
「
主
務
局
長
、
主
務
部
長
等
」
に
、
「
総
務
部
長
」
を
「
総
務
局
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
六
条
中
「
文
書
取
扱
室
等
」
を
「
文
書
取
扱
課
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
七
条
中
「
主
務
室
等
」
を
「
主
務
課
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
九
条
第
一
項
中
「
主
務
室
等
」
を
「
主
務
課
」
に
、
「
他
の
室
等
」
を
「
他
の
課
」
に
、
「
関
係
室

等
」
を
「
関
係
課
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
主
務
室
等
」
を
「
主
務
課
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
他
の
室
等
」
を
「
他
の
課
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 

本
庁 

 
 
 

同
一
部
内
の
も
の
に
あ
っ
て
は
主
務
課
長
の
意
思
決
定
を
、
他
の
部
に
わ
た
る
も
の
に
あ
っ
て
は
主

務
部
長
（
課
長
専
決
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
主
務
課
長
）
、
他
の
局
に
わ
た
る
も
の
に
あ
っ
て
は
主
務

局
長
（
部
長
専
決
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
主
務
部
長
、
課
長
専
決
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
主
務
課
長
）

の
意
思
決
定
を
経
て
か
ら
、
当
該
関
係
課
の
原
則
と
し
て
課
長
以
上
の
職
に
あ
る
者
に
合
議
す
る
。 

 

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
他
の
室
等
」
を
「
他
の
課
」
に
、
「
関
係
室
等
」
を
「
関
係
課
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
室
等
」
を
「
課
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
四
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

本
庁
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
案
に
係
る
起
案
文
書
は
、
主
務
局
長
（
部
長
専
決
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
主
務
部
長
、
課
長
専
決
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
主
務
課
長
）
の
意
思
決
定
を
経
た
後
、

他
の
課
に
関
係
の
あ
る
も
の
は
更
に
当
該
関
係
課
の
合
議
を
経
て
、
総
務
課
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

第
二
十
四
条
第
一
項
第
七
号
及
び
第
八
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
文
書
法
制
室
の
」
を
「
総
務
課
の

」
に
、
同
項
第
一
号
及
び
第
四
号
中
「
文
書
法
制
室
長
」
を
「
総
務
課
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
室
及
び
」
を
「
課
及
び
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
文
書
法
制
室
長
」
を
「

総
務
課
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
主
務
室
等
」
を
「
主
務
課
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え

る
。 

 
 

た
だ
し
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
機
能
を
利
用
し
て
公
印
の
押
印
に
係
る
承
認
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 



 
第
二
十
九
条
中
「
主
務
室
等
」
を
「
主
務
課
」
に
改
め
る
。 

 
第
三
十
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
機
能
を
利
用
し
て
公
印
の
押
印
に
係
る
承
認
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

第
三
十
二
条
第
一
項
前
段
中
「
文
書
取
扱
室
等
」
を
「
文
書
取
扱
課
」
改
め
、
同
項
後
段
を
削
り
、
同
条

第
二
項
中
「
文
書
法
制
室
長
」
を
「
総
務
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。 

 

第
三
十
四
条
を
削
り
、
第
三
十
五
条
を
第
三
十
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
施
行
年
月
日
の
記
載
） 

第
三
十
五
条 

決
裁
文
書
を
施
行
し
た
と
き
は
、
施
行
後
、
主
務
課
に
お
い
て
当
該
決
裁
文
書
に
施
行
年
月

日
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
三
十
六
条
中
「
文
書
取
扱
室
等
」
を
「
文
書
取
扱
課
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
七
条
中
「
室
等
」
を
「
課
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
文
書
法
制
室
長
等
」
を
「
総
務
課
長
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
主
務
室

等
」
を
「
主
務
課
」
に
、
「
文
書
法
制
室
長
等
」
を
「
総
務
課
長
等
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
条
中
「
文
書
法
制
室
長
等
」
を
「
総
務
課
長
等
」
に
、
「
室
等
別
」
を
「
課
別
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
の
規
定
中
「
文
書
法
制
室
長
等
」
を
「
総
務
課
長
等
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
四
条
中
「
文
書
法
制
室
長
に
お
い
て
」
を
削
る
。 

 

第
四
十
九
条
中
「
文
書
法
制
室
長
」
を
「
総
務
課
長
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
１
（
第
９
条
関
係
）
 

１
 
帳
票
等
 

 
⑴
 
特
殊
文
書
収
受
票
（
別
記
様
式
第
１
号
）
 

 
⑵
 
聞
取
票
（
別
記
様
式
第
２
号
）
 

 
⑶
 
起
案
用
紙
（
別
記
様
式
第
３
号
）
 

 
⑷
 
定
例
文
書
処
理
簿
（
別
記
様
式
第
４
号
）
 

 
⑸
 
簡
易
文
書
処
理
簿
（
別
記
様
式
第
５
号
）
 

 
⑹
 
文
書
発
送
簿
（
別
記
様
式
第
６
号
）
 

 
⑺
 
長
期
保
存
文
書
目
録
（
別
記
様
式
第
７
号
）
 

 
⑻
 
保
存
文
書
目
録
（
別
記
様
式
第
８
号
）
 

 
⑼
 
文
書
整
理
ケ
ー
ス
（
別
記
様
式
第
９
号
）
 

 
⑽
 
完
結
文
書
保
管
申
請
書
（
別
記
様
式
第

10
号
）
 

 
⑾
 
廃
棄
予
定
文
書
保
存
通
知
書
（
別
記
様
式
第

11
号
）
 

 
２
 
印
 

 
 
 
文
書
収
受
印
（
別
記
様
式
第

12
号
）
 

別
表
第
２
（
第

26
条
関
係
）
 



局
 
 
 
等
 

課
 

文
 
書
 
記
 
号
 

会
計
管
理
部
 

会
計
総
務
課
 

会
総
 

 
審
査
指
導
課
 

審
指
 

 
用
度
課
 

用
度
 

危
機
管
理
監
 

危
機
管
理
課
 

危
管
 

 
消
防
保
安
課
 

消
保
 

総
務
局
 

総
務
課
 

総
務
 

 
人
事
課
 

人
事
 

 
行
政
管
理
課
 

行
管
 

 
福
利
課
 

福
利
 

 
財
政
課
 

財
政
 

 
財
産
管
理
課
 

財
管
 

 
営
繕
課
 

営
繕
 

 
税
務
課
 

税
務
 

 
情
報
政
策
課
 

情
政
 

 
秘
書
課
 

秘
書
 

 
国
際
課
 

国
際
 

 
広
報
広
聴
課
 

広
報
 

企
画
振
興
局
 

分
権
改
革
課
 

分
権
 

 
政
策
企
画
課
 

政
企
 

 
統
計
課
 

統
計
 

 
地
域
政
策
課
 

地
政
 

 
市
町
行
財
政
課
 

市
行
 

 
新
過
疎
対
策
課
 

過
疎
 

 
研
究
開
発
課
 

研
開
 

環
境
県
民
局
 

環
境
県
民
総
務
課
 

環
総
 

 
県
民
文
化
課
 

県
文
 

 
消
費
生
活
課
 

消
生
 

 
人
権
男
女
共
同
参
画
課
 

人
共
 

 
県
民
活
動
課
 

県
活
 

 
学
事
課
 

学
事
 

 
環
境
政
策
課
 

環
政
 

 
環
境
保
全
課
 

環
保
 

 
自
然
環
境
課
 

自
環
 

 
循
環
型
社
会
課
 

循
社
 

 
産
業
廃
棄
物
対
策
課
 

産
廃
 

 
土
地
利
用
対
策
室
 

土
利
 

 
青
少
年
対
策
室
 

青
対
 

 
交
通
安
全
対
策
室
 

交
安
 

 
地
球
環
境
対
策
室
 

地
環
 

健
康
福
祉
局
 

健
康
福
祉
総
務
課
 

健
総
 



 
こ
ど
も
家
庭
課
 

こ
家
 

 
被
爆
者
対
策
課
 

被
対
 

 
医
務
課
 

医
務
 

 
医
療
政
策
課
 

医
政
 

 
医
療
保
険
課
 

医
保
 

 
健
康
対
策
課
 

健
対
 

 
生
活
衛
生
課
 

生
衛
 

 
薬
務
課
 

薬
務
 

 
地
域
福
祉
課
 

地
福
 

 
社
会
援
護
課
 

社
援
 

 
障
害
者
支
援
課
 

障
支
 

 
高
齢
者
支
援
課
 

高
支
 

 
介
護
保
険
課
 

介
護
 

 
県
立
病
院
課
 

県
病
 

商
工
労
働
局
 

商
工
労
働
総
務
課
 

商
総
 

 
労
働
福
祉
課
 

労
福
 

 
雇
用
人
材
確
保
課
 

雇
確
 

 
職
業
能
力
開
発
課
 

職
能
 

 
産
業
技
術
課
 

産
技
 

 
新
産
業
課
 

新
産
 

 
経
営
支
援
課
 

経
支
 

 
金
融
課
 

金
融
 

 
企
業
立
地
課
 

企
立
 

 
観
光
課
 

観
光
 

農
林
水
産
局
 

農
林
水
産
総
務
課
 

農
総
 

 
農
業
活
性
化
推
進
課
 

農
活
 

 
団
体
検
査
課
 

団
検
 

 
農
業
技
術
課
 

農
技
 

 
農
業
経
営
課
 

農
経
 

 
農
産
課
 

農
産
 

 
畜
産
課
 

畜
産
 

 
水
産
課
 

水
産
 

 
農
林
整
備
管
理
課
 

農
整
 

 
農
業
基
盤
課
 

農
基
 

 
林
業
課
 

林
業
 

 
森
林
保
全
課
 

森
保
 

土
木
局
 

土
木
総
務
課
 

土
総
 

 
建
設
産
業
課
 

建
産
 

 
用
地
課
 

用
地
 

 
技
術
企
画
課
 

技
企
 

 
土
木
整
備
管
理
課
 

土
整
 



 
道
路
企
画
課
 

道
企
 

 
道
路
整
備
課
 

道
整
 

 
河
川
課
 

河
川
 

 
砂
防
課
 

砂
防
 

 
空
港
振
興
課
 

空
振
 

 
港
湾
管
理
課
 

港
管
 

 
港
湾
企
画
整
備
課
 

港
企
 

都
市
局
 

都
市
事
業
管
理
課
 

都
管
 

 
都
市
企
画
課
 

都
企
 

 
都
市
整
備
課
 

都
整
 

 
建
築
課
 

建
築
 

 
住
宅
課
 

住
宅
 

 

別
記
様
式
第
一
号
中
「 

 
 
 
 
 
 
 
 
室
 

を
「 

 
 
 
 
 
 
 
 
課
 

に
改
め
、
同
様
式

の
注
２
中
「 

 
 
 
室

」
を
「 

 
 
 
課

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
二
号
中 

 
 

 
 

「
 
部
 
長
 

局
長
 

室
 
長
 

室
員
 

を 

 
 

 
」 

 
 

 
 

 
 

「
 
局
 
長
 

部
 
長
 

課
 
長
 

課
 
員
 

に
改 

 
 

 
」 

 

め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

別
記
様
式
第
四
号
及
び
別
記
様
式
第
五
号
中「

主
 務

室
 長

室
 員

を

主
 務

 

課
 長

 
課
 員

 

に

 
 

 
」

 

「

 
 

」
 

改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

別
記
様
式
第
七
号
中
「 

室
 
 
名
 

を

課
 
 
名

に
改
め
、
同
様
式
の
注
２
中「

室
名
」

を 
 

 

」

 
 

「

 

」

 

「課
名

」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

別
記
様
式
第
八
号
中
「 

室
 
 
名
 

を

課
 
 
名

に
改
め
、
同
様
式
の
注
２
中「

室
名
」

を 
 

 

」

 
 

「

 

」

 

「課
名

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

      

」
」
 



別
記
様
式
第
９
号
（
第

39
条
関
係
）
 

   注
 
地
方
機
関
に
あ
っ
て
は
，
様
式
中
「
課
名
」
と
あ
る
の
は
「
課
（
係
等
）
名
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

 

 



 
 

 
 

別
記
様
式
第
十
号
中「

 総
務
部
総
務
管
理
局
文
書
法
制
室
長
 
様
 

 

部
 
 
 
総
室
 
 
 
室
長

 

を

 
 

」 
 

 
 

 
「
 総

務
局
総
務
管
理
部
総
務
課
長
 
様
 

 

局
 
 
 
部
 
 
 
課
長

に
改
め
、
同
様
式
の
注
２

 
 

」
 

中「
総
務
部
総
務
管
理
局
文
書
法
制
室
長
」

を「
総
務
局
総
務
管
理
部
総
務
課
長
」

に
、「

部
 
 
 
局
 
 

 
 
室
長
」

を「
局
 
 
 
部
 
 
 
課
長
」

に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
二
号
中
「第

10
条
関
係

」
を
「第

10
条
，
第

15
条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
２
中
「

場
等

」
を
「セ

ン
タ
ー
等

」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
機
関
に
到
着
し
た
文
書
等

の
収
受
及
び
交
付
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県
文
書
等
管
理
規
程
の
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
で
こ
の
訓
令

の
施
行
の
際
現
に
県
の
在
庫
に
係
る
も
の
は
、
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
文
書
等
管
理
規
程
の

様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
と
み
な
し
、
引
き
続
き
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 


